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名 称 半田市における行政手続の押印廃止 

趣 旨 

（目的） 

新型コロナウイルス感染症のまん延防止、市民や事業者の負担軽減、行政

サービスの効率化・効果的な提供等を目的に、本市における申請、届出等の

行政手続における押印の廃止を行うものです。 

内 容 

本市が独自に押印を求めている行政手続のうち、契約・会計関係書類、内

部手続を除く７３５件の行政手続について押印の見直しに取り組み、このう

ち７２６件の行政手続【内訳は、追加の別紙参照】について、令和３年１

月１日から押印を廃止します。 

市民の方による手続件数が多い主なものとしては、住民票の交付申請、保

育所入所申込、介護の認定申請などがあります。一部、システムの都合等に

より、廃止した手続の書類に押印欄が残っている場合がありますが、押印は

不要です。 

なお、契約・会計関係書類、内部手続についても廃止に向けて検討中です。 

担当者 

情熱メッセージ 

愛知県内では、名古屋市が１２月１日から廃止し、愛知県が１月１日から

廃止すると聞いていますが、愛知県と同時期での先駆的な取組みとなりま

す。 

行政のあり方として、書面主義、押印主義、対面主義から、デジタル時代

に対応するものへの足掛かりの一つとなるものです。 

別 紙 有      ・      無 
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